
 

令和８年度エールプロジェクト 

（鹿児島県佐賀県ものづくり企業の交流） 

展示会合同出展に係る参加企業 募集要項 

 

１ エールプロジェクトについて 

鹿児島県と佐賀県は、令和３年度より、2023年の「燃ゆる感動かごしま国体・か

ごしま大会」及び「SAGA2024国スポ・全障スポ」が２年連続での九州開催となるこ

とから、これを契機として、様々な分野での両県の一層の関係深化を図り、その絆

を未来につないでいく「鹿児島・佐賀エールプロジェクト」を実施しています。 

 

２ 鹿児島県佐賀県ものづくり企業の交流（展示会合同出展）について 

令和３年度～令和４年度においては、両県のものづくり企業が相互に知事表敬訪

問や企業視察の実施や意見交換会を開催し、関係深化を図ったところです。 

令和５年度～令和７年度においては、両県のものづくり企業の関係深化と企業の

販路拡大のために、都市部で開催される展示会への合同出展を実施しました。 

令和８年度においても、引き続き、都市部で開催される展示会への鹿児島県企業

と佐賀県企業の合同出展を実施いたします。 

つきましては、展示会出展に係る参加企業を募集いたします。 

 

【令和８年度出展展示会概要】 

展示会名：SEMICON Japan 2026 

主  催：SEMI（国際半導体製造装置材料協会） 

会  期：令和８年12月９日（水）～12月11日（金） 

開催場所：東京ビックサイト（東京都江東区有明３丁目11-１） 

 

３ 対象企業 

(1) 県内の中小製造業者※であること。 

※ 中小製造業：既に鹿児島県内（以下「県内」という。）で業を営む、中小企

業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第２条に規定する中小企業者のうち、日本

標準産業分類（令和５年７月 27 日総務省告示第 256 号）における製造業（大

分類番号 E）に属する事業を主たる事業として営む者をいう（みなし大企業を

含む）。 

(2) 下記の半導体関連製品・技術を有する企業であること。 

半導体製造装置、半導体関連材料・部品、副資材（包装材等）、MEMS・セン

サー、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス（FHE）、ICデバイス応用、

システムインテグレーション、IoT・民生機器製造、その他 

   【SEMICON Japan 2026 ホームページ】https://www.semiconjapan.org/jp 

  (3) 出品目的が調査や研修目的等でなく、商談目的であること。 

(4) 県税に未納がないこと。 

https://www.semiconjapan.org/jp


 

４ 募集期間と応募方法 

 (1) 募集期間 

   令和８年７月８日（水）～令和８年８月７日（金）※午後５時必着  

(2) 応募方法 

持参、郵送、宅配便のいずれでも可。 

(3) 提出書類 

① 応募用紙【様式１】 

② 会社の実態が分かる書類（履歴事項全部証明書等 申請日以前３ヶ月以内） 

③ 出展時の製品の概要がわかる資料（カタログ等） 

④ 直近の決算書 

⑤ 「県税に未納がないこと」を証明する納税証明書（申請日以前３ヶ月以内） 

⑥ その他事務局が必要と認める書類 

(4) 提出部数 

 各１部 

※ 提出いただいた書類は原則返却いたしません。 

(5) 提出先 

鹿児島県商工労働水産部産業立地課ものづくり支援係 

担 当：石田、肥後 

住 所：〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 10 階 

電 話：099-286-2970（直通） 

E-mail：monozukuri@pref.kagoshima.lg.jp 

 

５ 選考・企業決定 

(1) 選考方法 

・ 審査は提出書類により行いますので、不備や不足がないようご注意くださ

い。 

・ 提出書類の不備や不足があった場合は、補正や提出をお願いすることがあ

ります。その場合は速やかにご対応ください。 

(2) 募集企業数 

   ４社 

(3) 主な審査項目 

   ① 展示会（SEMICON Japan 2026）出展の妥当性 

② 出展製品の優位性 

③ エールプロジェクトの目的との親和性 

④ 経営状況等 

⑤ 社会的評価 

○ 地域未来牽引企業 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html 

○ 「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画」の承認を受けてい

る企業 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html 

mailto:monozukuri@pref.kagoshima.lg.jp
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html


 

○ 「鹿児島県SDGs 登録制度」への登録企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/ac11/sdgs.html 

○  「パートナーシップ構築宣言」の登録企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/af21/kakakutennka.html 

○ 「かごしま「働き方改革」推進企業」の認定企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/hatarakikata/touroku.html 

○ 「かごしま子育て応援企業」の登録企業 

http://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/ouenkigyou/touroku1.html 

○ 「イクドリ！宣言」の認証企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/af04/roufuku/ikudori.html 

 (4) 選考結果の通知 

選考結果は、全ての応募者に対して、書面により通知します。 

 

６ 補助事業者の義務 

(1) 本事業の一環として、会期前に佐賀県企業との意見・情報等交流会（オンラ

イン開催予定）に参加いただく必要があります。 

(2) 会期中の人員、及び対応等について 

ア 会期前日の展示ブース準備に参加いただく必要があります。 

イ 会期中の全日程で出展いただく必要があります（会期途中で撤収しないこ

と。）。 

ウ 会期中の全日程で展示ブースに必ず１名以上の人員を配置いただく必要が

あります。 

(3) 以下の費用について自己負担いただく必要があります。 

    旅費、展示物品の輸送費等 

(4) 会期後の報告等について 

   ア 会期終了後に実績報告書を提出いただく必要があります（令和８年 12 月末

頃）。 

   イ 実績報告書提出後、フォローアップ調査票を提出いただく必要があります

（令和９年２月末頃）。 

   ウ 本事業終了後も、事業成果の継続確認に協力いただく必要があります。 

(5) 今回の事業成果の公表への同意、及び県が行う広報等へ協力いただく必要が

あります。 

 

７ 担当部署（提出先及び問合せ先） 

   鹿児島県商工労働水産部産業立地課ものづくり支援係 

担 当：石田、肥後 

住 所：〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 10 階 

電 話：099-286-2970 

E-mail：monozukuri@pref.kagoshima.lg.jp 
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